
食料支援 文房具支援

　会員施設・社協に食料
（カップ麺やレトルトカ
レー、パックご飯等）を送
付しています。会員施設・
社協では受け取った食料
を緊急的な食料支援に活
用しています。
　また、子ども食堂やフードパントリーへお渡し
するなど、あんしんセーフティネット事業以外で
も活用し、困窮者支援に役立てていただいてい
ます。

　社会福祉法第24条第2項の規定に基づき、平
成28年4月から、地域における公益的な取組の実
施が法人の責務として位置づけられ、社会福祉
法人の地域における公益的な取組への更なる期
待が高まる中、複数法人の連携による取組も行わ
れています。

　社会福祉法人は、社会福祉法等に基づき、高
齢者、障害者、児童等の各種支援など、様々な社
会福祉事業を行うことを目的に設立された民間
の非営利法人です。

市町村域における公益的な取組の支援

埼玉県社会福祉法人社会貢献活動推進協議会 事務局 
社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会 生活支援課 

〒330-8529　さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 彩の国すこやかプラザ

その他の取組・会員に向けた取組

会員数

助成金額

　学習支援、フードパントリー、子ども食堂を利
用する子ども（世帯）の学びを応援するととも
に、推進協事業及び社会福祉法人の周知を図る
ため、文房具・チラシの配布を行っています。

　本事業では、市町村域における複数法人によ
る取組の検討や実施・拡充を個別支援・助成等に
より支援し、公益的な取組の更なる推進と地域の
福祉課題の解決につなげることを目的としてい
ます。

TEL 048-822-1249 

公益性 

地域社会
のための
活動を行う

非営利性 

利益を目的
としていない

安定性
安心して
相談利用
できる

詳しくは
推進協議会 

ホームページを
ご覧ください。 

社会福祉法人とは・・・

44施設
66施設

障害者福祉施設 
その他種別施設（保育、児童、母子等） 

老人福祉施設 129施設

（令和5年8月現在）

62社協市町村社協

※事業にかかる必要対象経費総額の２分の１まで
１団体（複数法人）あたり上限１０万円

会員施設・社協が複数ある場合、
１施設・社協あたり１万円を加算
することができます。

埼玉県内の社会福祉法人が協働し、
社会貢献活動に取り組んでいます。

埼玉県社会福祉法人

社会貢献活動
推 進 協 議 会

つ
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ぐ　

つながる　あなた
を
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る



彩の国あんしん
セーフティネット事業
（相談支援）

体験内容は希望や状態に合わせて、施設内で調整しています。
［ 作業の例 ］
●施設内清掃　●洗濯物たたみ
●シーツ交換　●車いす拭き　●外回り掃除
●利用者へのお茶入れ
●レクリエーションの補助等

［ 事例 ］
　高校卒業後、未就労の方。すぐに働き始める自信がないとのことで、
週３日・１日４時間、施設内の清掃やシーツ交換等を行い、２ヶ月の体験
を終了しました。体験を通じて、働くことへの自信を持つことができ、
就職活動に前向きになったことや本人が十分働くことができると感じ
られたことから、就職活動を行い、一般企業への就職が決定しました。

　電気とガス代を滞納
している。明後日には
電気を止めるとの通知
が来てしまった。手持ち
金もほとんどない。

　持病があるが、病院に行く
お金もない。服用していた薬
も切れてしまい、ここ数日体
調を崩している。食べるもの
もほとんどない。

　既存の制度では対応できない様々な生活課題を抱える
方に対して、相談支援を実施しています。利用可能な制度
の紹介や支援機関への橋渡しを行うほか、ひっ迫した状況
の場合、現物給付を行い、生活にお困りの方の自立を支援
しています。

［ 相談例 ］ ［ 相談例 ］

構成団体（12団体）
埼玉県社会福祉法人経営者協議会/埼玉県老人福祉施設
協議会/埼玉県乳児施設協議会/埼玉県母子生活支援施設
協議会/埼玉県保育協議会/埼玉県児童福祉施設協議会/
埼玉県発達障害福祉協会/埼玉県救護施設連絡協議会/埼
玉県身体障害者施設協議会/埼玉県セルプセンター協議会
/埼玉県精神障害者社会福祉事業所運営協議会/埼玉県市
町村社協連絡会

埼玉県社会福祉法人

　埼玉県内の社会福祉法人（施設・社協）が協働して、地

域住民が抱える困難な福祉課題の解決に向けた支援を行

うなど、公益的な事業を行い、社会福祉法人の役割や使

命を果たすことを目的として平成２６年６月に設立された

団体（全国で３番目）です。種別を超えたオール社会福祉

法人で事業に取り組んでいます。

　また事業に必要な資金は、事業に参加する社会福祉法

人施設・社協から社会貢献活動費として、毎年度拠出して

おり、公費や補助金は一切投入されず、社会福祉法人が拠

出した基金のみで事業を運営しています。

［ 保健師からつながった］　
　出産を控えた２０代の母親から「子どもに必要な衣類を
含め何を用意したらよいかわからない」、「衣類を買う余裕
がない」と保健師に相談が入ったことから、衣類バンクの利
用につながり、必要な衣類を支援しました。

個人・企業・団体より子ども服
の寄付を受け付けています。
詳細はホームページでご確認
ください。

［ 自立相談支援機関相談員からつながった］　
　ひとり親世帯。母親の就職が決まり、子どもが保育
園に通うための着替えが足りない状況でした。相談員
の勧めもあり、衣類バンクの利用につながり、衣類を
支援しました。

社会貢献活動
推進協議会とは？

就労支援

衣類バンク
事業

　相談者の状況や希望にあわせて、社
会福祉法人が短期就労体験等の受け
入れを行い、働く場（相談者の事情に
配慮した働きやすい職場）、相談の場
（職場で生じる悩みや戸惑いを丁寧に
受け止める場）を提供し、きめ細やか
な支援を実施しています。

　地域の皆様や企業等から提供い
ただいた新品・未使用品同等の子
どもの衣類を、支援を必要とする
子どもたちへ無償でお届けしてい
ます。

本
人
に
寄
り
添
う
相
談
支
援

発見
連絡

訪問
相談

制度
検討

連携 経済
支援

見守り

地域の関係機関または
相談者本人から支援の
連絡が入ります

相談者宅へ訪問し、
アセスメントを行います

関係機関と相談者本人と共に生活の見通し
をたてます。その際、既存制度も検討します

制度や社会資源
につなぎます

現物支給を
検討します

担当相談員、社協職員、社会貢献
支援員による支援内容の検討

基金からの支払い（現物給付）

施設の長の決裁

主な
現物給付

・食材費・光熱水費・医療費・日用品費
・居住費・交通費・通信費 等

主な
既存
制度

・生活保護・生活福祉資金貸付
・自立相談支援事業
・介護保険・日常生活自立支援事業
・成年後見制度・無料低額診療事業　等

地域の
主な
関係機関

・行政・社協・地域包括支援センター
・自立相談支援機関
・居宅介護支援事業所・民生委員・児童委員
・病院のMSW・社会福祉施設・保護司
・こども家庭センター・女性相談センター　等

継続的に見守ります

会員施設・社協

運営委員会
意思決定機関

幹事会
運営委員会の協議事項等
について検討する機関

埼玉県社会福祉法人
社会貢献活動推進協議会

事務局

埼玉県
社会福祉協議会

など

［ 実施事業 ］
●生活にお困りの方への支援
●公益的な取組の推進

就労支援

衣類バンク事業

彩の国あんしん
セーフティネット事業

自立相談支援機関、社会福祉協議会、
福祉事務所等

就労支援担当者

就労支援専門員生活全般のお困りごとや、
就労体験中・体験後の生活

について一緒に考えていきます。

体験の場を提供し、働く仲間
として見守りながら
サポートしていきます。

相談者と施設のマッチングの他、
就労支援開始前の事前打ち合わせや

振り返りを一緒に行います。

関係機関 社会福祉施設

事務局

相談者

実施施設
保育所、認定こども園、

高齢者施設等企業・団体

地域の方
寄付

提供

支援周知

事務局

提
供

行政・社協
子ども食堂等

生活にお困りの世帯

発送

衣類の寄付について

※衣類の状態によっては、衣類バ
ンクとしてでなく、地域の皆さん
や施設で活用するなど、リユース・
リサイクルとして利用する場合が
あります。

チーム支援

実施事業 �

実施事業�

実施事業�


